
次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定し、随意契約の相手方の候補者

とする手続（以下「公募型プロポ－ザル方式」という。）を実施する。  

 

令和８年（2026 年）３月 27 日 

北海道知事 鈴木 直道  

 

１ 事業の概要 

（１）業務名 

令和８年度稼げるガイド育成に向けたキャリア構築支援事業委託業務 

（２）業務の目的 

    本事業は、アウトドアガイド業への新規参入者等を対象に、ガイドの収益力向上を支援することにより、本道におけるガイ

ド業の魅力を向上させることを目的とする。 

背景としては、アドベンチャートラベル・ワールドサミット 北海道・日本（ATWS2023）の開催等を契機に、外国語やサス

テナビリティへの知見等を備えた質の高いガイドの育成・確保が求められるようになった一方、道認定ガイドを対象とした調

査によると、多くのガイドの収入は 400 万円未満と本道の全産業平均より低位にとどまっていることなどが挙げられる。こうし

たことから、良質なガイド人材の確保に向けては、ガイド業を営むためのノウハウの習得支援やアウトドア事業者の経営の

安定化支援などが必要である。 

そのため、本事業を通じ、ガイド業の経営に関する知識の習得を通じた収益力向上に加え、ロールモデルの設定や実

務研修を通じたキャリアの構築、マッチング支援による業務の受注機会拡大などに取り組むことにより、アウトドア事業者の

経営安定化を図るものである。 

 

２ 業務の概要 

  「令和８年度稼げるガイド育成に向けたキャリア構築支援事業委託業務企画提案指示書」による。 

 

３ 委託業務の契約期間 

  契約締結日から令和９年（2027 年）３月５日（金）まで 

 

４ 公募型プロポーザルへの参加資格要件 

（１）単体法人又は複数の法人による連合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

（２）単体法人及びコンソーシアムの構成員は、次の要件を全て満たしていること。 

ア 単体法人は道内に事務所又は事業所を有すること。また、コンソーシアムの場合は道内に事務所又は事業所を有す

る構成員を含むこと。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

ウ 北海道の指名競争入札参加者指名停止事務要領（平成４年９月 11 日付け局総第 461 号）第２第１項の規定による指

名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。 

エ 道税を滞納している者でないこと。道に納税の義務のない者は、本店が所在する都府県の法人事業税を滞納してい

る者でないこと。 

オ 消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

カ コンソーシアムの構成員が単体企業等としても重複参加する者でないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコン

ソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。 

キ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。）又は暴力団関係事業者（暴力団員が実施的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団

又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）に該当しない者であること。 

ク 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務を履行していない者でないこと。 

ケ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務を履行していない者でないこと。 

コ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務を履行していない者でないこと。 

 

５  企画提案の手続等について 

（１）担当部局 

   北海道経済部観光局観光振興課 担当：松原 

 



   【連絡先及び所在地】 

    郵便番号 060-8588 

    札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎９階 

    電話 011-206-6944（ダイヤルイン） FAX 011-232-4120 

    メールアドレス kanko.web@pref.hokkaido.lg.jp 

 

（２）企画提案指示書等の交付期間及び場所 

   ア 交付期間 公告の日から令和８年（2026 年）４月 10 日（金）まで 

   イ 交付場所 （１）の場所で交付する 

 

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

   ア 提出期限 令和８年（2026 年）４月 10 日（金）17時 必着 

   イ 提出場所 （１）に同じ 

   ウ 提出方法 持参又は郵送（特定記録や書留など配達状況が追跡できるものに限る） 

   エ 提出部数 １部 

   オ 作成方法 「稼げるガイド育成に向けたキャリア構築支援事業委託業務参加表明書作成要領」による。 

 

（４）企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

   ア 提出期限 令和８年（2026 年）４月 24 日（金）17時 必着 

   イ 提出場所 （１）に同じ 

   ウ 提出方法 持参又は郵送（特定記録や書留など配達状況が追跡できるものに限る） 

   エ 提出部数 ６部 

          ※ うち、①表紙及び文中に提案者名を記入したもの： １部 

            うち、②表紙及び文中に提案書名を記入しないもの：５部 

            （②のうち１部は左綴じせずダブルクリップ等で留めて提出すること） 

   オ 作成方法 「稼げるガイド育成に向けたキャリア構築支援事業委託業務企画提案書作成要領」による。 

 

６ 提案の無効 

   公募型プロポーザル方式に参加するものに必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。 

 

７ 最良の提案をした者の選定方法 

   あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者（以下、「特定者」と 

いう。）を選定する。 

 

８ 契約手続 

   特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、北海道財務規則（昭和 45 年４月１日規則第 30 号）の規定により契約手

続きを行う。 

 

９ その他 

 （１）提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

 （２）審査結果及び特定者名は、公表する。 

 （３）詳細は、 「令和８年度稼げるガイド育成に向けたキャリア構築支援事業委託業務企画提案指示書」による。 

 


